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進
め
る
こ
と
に
な
る
。
条
例
は
、
報
酬

や
定
数
に
つ
い
て
調
査
検
討
す
る
こ
と

を
規
定
し
て
お
り
、
今
後
、
陳
情
の
趣

旨
に
の
っ
と
り
、
市
民
に
と
っ
て
適
切

な
議
会
の
在
り
方
や
構
成
人
員
に
つ
い

て
、
調
査
検
討
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

▼
反
対
討
論

　

陳
情
の
採
択
を
受
け
、
定
数
の
削
減

に
は
市
民
の
厳
し
い
目
が
注
が
れ
て
い

る
。
行
政
改
革
と
同
時
に
、
議
員
も
身

を
切
っ
て
、
し
っ
か
り
働
く
姿
勢
を
市

民
に
示
す
こ
と
が
市
政
の
発
展
に
つ
な

が
る
た
め
、
反
対
す
る
。

▼
賛
成
討
論

　

議
会
基
本
条
例
が
こ
の
６
月
定
例
会

に
お
い
て
賛
成
全
員
で
可
決
さ
れ
た
が
、

議
会
基
本
条
例
の
基
本
理
念
に
基
づ
き
、

議
員
定
数
の
議
論
を
終
結
さ
せ
る
こ
と

な
く
、
引
き
続
き
、
一
層
の
深
い
議
論

を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
決

議
す
る
こ
と
は
、
大
い
に
意
義
の
あ
る

こ
と
で
あ
る
。

▼
議
決
結
果

　

本
会
議　

原
案
可
決
（
賛
成
多
数
）

陳
情
事
項
を
最
大
限
に
尊
重
す
べ
き
で

あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
こ
と
は
、
陳
情

審
査
の
信
頼
性
を
損
な
う
た
め
、
市
民

に
対
し
て
到
底
説
明
が
つ
か
な
い
。

▼
反
対
討
論

　

議
員
定
数
は
、
今
後
、
議
会
基
本
条

例
に
の
っ
と
り
、
適
正
な
定
数
に
つ
い

て
調
査
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
条
例
の

運
用
は
こ
れ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味

や
働
き
に
つ
い
て
、
市
民
に
説
明
し
、

理
解
を
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
議
員
定
数
は
有
権
者
で
あ

る
市
民
の
意
思
や
要
望
を
市
政
に
正
し

く
反
映
さ
せ
る
た
め
に
定
め
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
議
員
定
数
を
削
減
す
る
こ

と
は
、
民
主
主
義
の
根
幹
を
揺
る
が
す

こ
と
に
な
る
た
め
、
反
対
す
る
。

▼
賛
成
討
論

　

財
政
状
況
は
大
変
厳
し
く
、
削
減
で

き
る
と
こ
ろ
は
削
減
し
、
自
ら
範
を
示

し
、
襟
を
正
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
陳
情
を
採
択
し
た
こ
と
の
重
み
を

受
け
止
め
、
誠
意
を
持
っ
て
迅
速
に
実

現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

▼
議
決
結
果

　

本
会
議　
　

否　

決
（
賛
成
少
数
）

議
提
議
案
第
３
号
　
議
会
活
性
化
の
一

層
の
推
進
及
び
議
員
定
数
の
検
討
に
関

す
る
決
議
に
つ
い
て
　

▼
要
　
旨

　

議
会
基
本
条
例
の
基
本
理
念
に
か
ん

が
み
、
一
層
の
議
会
の
活
性
化
と
機
能

の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
適
正
な
議

員
定
数
に
つ
い
て
、
最
適
な
人
員
に
て

構
成
さ
れ
る
よ
う
検
討
す
る
た
め
、
決

議
す
る
も
の
。

▼
主
な
質
疑

問　

平
成
23
年
３
月
定
例
会
で
議
員
定

数
削
減
の
陳
情
は
、
25
人
が
採
決
に
参

加
し
、
16
人
の
賛
成
多
数
で
採
択
さ
れ

た
。
こ
の
多
数
の
賛
成
で
採
択
さ
れ
た

陳
情
が
実
現
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
議
会
の
議
決
は
何
か
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
議
会
の
信
用
が
な
く
な

る
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。

答　

議
員
定
数
の
削
減
数
に
つ
い
て
意

見
が
分
か
れ
た
。
こ
の
６
月
定
例
会
に

お
い
て
議
会
の
最
高
規
範
で
あ
る
議
会

基
本
条
例
が
制
定
さ
れ
た
た
め
、
条
例

の
基
本
精
神
に
の
っ
と
り
議
会
改
革
を

議
提
議
案
第
２
号
　
秦
野
市
議
会
議
員

の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
こ
と
に
つ
い
て

▼
要
　
旨

　

議
会
が
自
ら
行
財
政
改
革
の
範
を
示

し
、
本
市
の
行
財
政
改
革
の
一
層
の
促

進
を
期
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
効
率
的

な
議
会
運
営
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
議
員
定
数
を
削
減
す
る
た
め
、
改

正
す
る
も
の
。

▼
主
な
質
疑

問　

議
会
基
本
条
例
の
制
定
ま
で
の
過

程
で
、
議
会
運
営
の
大
幅
な
見
直
し
や

会
期
日
程
の
抜
本
的
な
見
直
し
、
通
年

議
会
の
検
討
を
行
い
、
今
後
、
議
会
の

機
能
を
大
き
く
高
め
て
い
く
中
で
、
議

員
定
数
と
議
員
報
酬
に
つ
い
て
は
、
必

要
か
つ
十
分
な
議
論
を
経
て
結
論
を
出

す
と
議
員
全
員
の
意
見
の
一
致
を
見
た

が
、
議
会
基
本
条
例
と
の
整
合
性
に
つ

い
て
、
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

答　

議
会
基
本
条
例
と
の
整
合
性
に
つ

い
て
、
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

む
し
ろ
、
議
会
が
自
ら
出
し
た
結
論
に

沿
っ
て
正
し
く
対
応
す
る
こ
と
が
、
議

会
の
責
務
で
あ
る
。
ま
た
、
陳
情
が
採

択
と
な
っ
た
以
上
、
陳
情
者
の
願
意
や

◆次号の議会だよりは、新しい議会構成をお知らせする臨時号となります。10月初旬に発行する予定です。

　

毎
日
暑
い
日
が
続
い
て
お
り
ま
す
が
、

市
民
の
皆
さ
ま
は
い
か
が
お
過
ご
し
で
し

ょ
う
か
。

　

さ
て
、
私
た
ち
議
員
の
任
期
は
９
月
10

日
を
も
っ
て
満
了
と
な
る
た
め
、
こ
の
議

会
だ
よ
り
が
現
在
の
編
集
委
員
に
よ
る
最

後
の
議
会
だ
よ
り
と
な
り
ま
す
。
今
任
期

で
は
、
議
会
だ
よ
り
表
紙
写
真
の
募
集
や

レ
イ
ア
ウ
ト
を
変
更
す
る
な
ど
、
市
民
の

皆
さ
ま
に
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
紙
面
づ

く
り
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

次
号
か
ら
は
、
新
し
い
編
集
委
員
に
よ

り
編
集
さ
れ
ま
す
が
、
引
き
続
き
ご
愛
読

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。
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審

議
議
案
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１
・
5
面
に
も
掲
載

（

）

適
正
な
議
員
定
数
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
を
決
議

議
員
定
数
を
削
減
す
る条

例
改
正
は
否
決

　議会だよりでは、毎号、次の定例会の日程を掲載していま
すが、平成 23 年８月に秦野市議会議員選挙があり、９月
11日の任期開始後に９月定例会の日程を決定することとな
るため、今号では掲載しておりません。
　日程が決まり次第、公共施設に掲示するほか、議会ホーム
ページなどでもお知らせします。

「議会とは何か。議員はどうあるべきか。」という根本的な命題に対し、市民に対して明確なメッセ
ージを発信するもの

　目　　的：「市民福祉の向上」、「市政の進展」のために議会の役割や議員の活動原則を定めること
　基本理念：唯一の議事機関として、真の地方自治を希求し、実現に向けた活動をしていくこと

※条例全文および逐条解説は市議会ホームペ
ージに掲載しています。

１　議会の活動原則
　議会全体として審議の内容や過程を説明
するとともに、市民からの意見等を聴取し、
市政に反映することを目的として、市民と
情報や意見の交換を行う場を設けます。

２　議員間討議
　相反する意見を闘わせ、議論をしながら
合意を形成していくプロセスが重要である
ため、議員間の討議を充実させます。

３　市民誰もが議会に参画できる環境整備
　男女が等しく議会に参画するための環境
整備に努めます。また、誰もが議員として
活動する機会のある開かれた議会であるた
めの環境整備に努めます。

４　逆質問
　二元代表制のもと、市長等に対し市政の
発展を目的とした有益な緊張感を保ちます。
また、市長等からの逆質問に対して、誠実
に対応します。

５　予算関連資料の提出要求
　予算関連議案の審議に当たり、政策水準
を高めるような議論が行われるよう、わか
りやすい説明資料の提出を求めます。

６　附属機関・調査機関・検討会の設置
・附属機関：議会活動に関し審査・諮問・
調査のため必要があるときに設置します。

・調査機関：議決事項等に関する調査を学
識経験者等に依頼し議会での討議に反映
させるため設置します。

・検 討 会：市政の課題に関する調査のた
め必要があるときに議員による構成で設
置します。

７　会期日程
　地方自治法の改正状況等を踏まえながら、
議会の立法機能・政策立案機能・議決事件
等の審議機能の強化を目的として、通年議
会を検討します。

８　政治倫理
　議員は市民の負託に応えるための倫理的
義務が課せられていることを自覚し、良心
と責任感をもって議員の品位を保持し見識
を養わなければならないことから、政治倫
理規程を設けます。

９月定例会のお知らせ

任期４年間を振り返って
〜秦野市議会の主なできごと〜

「秦野市議会基本条例」が制定されました!!

「はだの議会だより」第202号（平成23年11月下旬発行）
の表紙写真を募集します。
テ ー マ：秦野の秋	
応募媒体：①現像写真（２Ｌサイズ横長・カラープリント）
	 ②電子データ (デジタルカメラは 500万画素数以上
	 　のもので、JPEG形式）
	 ※１回の応募点数は１人３点までとします。	
応募資格：市内在住、在勤または在学の方	
締め切り：平成23年11月11日（金）必着	
応募方法：所定の申し込み用紙に記入し、持参、郵送、メール
	 でご応募ください。	
　　　○郵送先　〒 257-8501　秦野市桜町一丁目３番２号
　　　　　　　　秦野市議会事務局あて
　　　○メール　gikai@city.hadano.kanagawa.jp
　　　　　　　　※メールの場合、ファイルサイズを２ＭＢ以下にしてください。	
※詳しくは、ホームページをご覧になるか議会事務局までお問い合わせください。

表紙写真を募集します！

・平成19年	８月	 秦野市議会議員選挙。新人４人が当選
・平成19年	９月	 ９月18日から初議会となる９月定例会が招集さ

れる。第55代議長に福森登議員、第56代副議長
に大野祐司議員が就任

・平成20年	３月	 秦野市議会会議規則の一部を改正。委員会から
の議案提出を可能とする。

・平成20年	９月	 第56代議長に山口金光議員、第57代副議長に髙
橋照雄議員が就任

・平成21年	３月	 議会活性化特別委員会を設置。市議会における
さまざまな課題について検討し、議会の一層の
活性化と市民に開かれた議会の実現を目指す。

・平成21年	９月	 第57代議長に高橋文雄議員、第58代副議長に村
上茂議員が就任

	 	 常任委員会委員等の改選
・平成22年	１月	 秦野市長選挙。古谷義幸氏が無投票により当選
・平成22年	３月	 秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末

手当に関する条例の一部を改正。議員の議会の
会議への出席や市内の出張において、車賃また
は鉄道賃の支給を廃止

・平成22年	５月	 天皇皇后両陛下をお迎えし、第61回全国植樹祭
が開催される。

・平成22年８月　議会活性化に向けての議員研修会を開催
・平成22年	９月	 第58代議長に平沢信子議員、第59代副議長に佐

藤敦議員が就任
・平成22年	12月	 	秦野市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末

手当に関する条例の一部を改正。任期中の議員
報酬を５％引き下げる。

・平成23年	１月	 秦野市議会基本条例（仮称）の素案に関する意見
交換会の開催

・平成23年	６月	 秦野市議会基本条例の制定を賛成全員で原案可
決
秦野市議会議員の定数を定める条例の一部改正
を賛成少数で否決
議会活性化の一層の推進及び議員定数の検討に
関する決議を賛成多数で原案可決
秦野市議会議員政治倫理規程を制定

※この任期では、「議会活性化特別委員会」を設置し、市民の負託に的確に
応える議会となる「秦野市議会基本条例」を制定しました。次の任期では、
より一層、議会運営の活性化と開かれた議会に取り組んでいくこととしてい
ます。市民の皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

議会基本条例とは

条例に盛り込まれた特記すべき事項

編
集
後
記


